
令和５年度財政健全化判断比率及び資金不足比率を公表します。 

 

 

 

《実質公債費比率の主な変動要因》 

 前年度と比較して 0.8％の増となりました。これは、標準財政規模が市税等の増に伴い増加した一方で、一般

会計における元利償還金が増加し、元利償還金等の伸び率が標準財政規模の伸び率を上回ったことが主な要

因となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○財政健全化比率総括表   （単位：％） 

  実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

令和５年度 ― ― 9.9  ― 

令和４年度 ― ― 9.1  ― 

増減 ― ― 0.8 ― 

早期健全化基準 12.91  17.91  25.0  350.0  

財政再生基準 20.00  30.00  35.0    

 ※ 実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、赤字額が生じていないため、「―」で表示しました。 

   将来負担比率は、将来負担額より充当可能財源が上回っているため、「―」で表示しました。 

   いずれの比率についても、早期健全化基準を大幅に下回っています。  

     

○資金不足比率総括表   （単位：％） 

会計名 資金不足比率 経営健全化基準 

農業集落排水事業特別会計 ―   

下水道事業会計 ― 20.0 

水道事業会計 ―   

 ※ 各企業会計においても資金不足額は生じていないため、「―」で表示しました。  



 １．実質赤字比率  

地方公共団体の最も主要な会計である「一般会計」等に生じている赤字の大きさを、その地方公共団体の 

財政規模に対する割合で表したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（１）算定の概要

一般会計等の実質赤字額

標準財政規模

「実質赤字額」

　　歳入不足のため、翌年度歳入を繰り上げて充用した額等

「標準財政規模」

　　地方公共団体の標準的な状態で収入が見込まれる、経常的一般財源の規模

（主なものは一般財源となる市税、普通交付税、地方譲与税等の交付金）

（２）鉾田市の算定値

「―」 「―」　(一般会計の実質赤字額)

（実質赤字比率） 13,431,843千円（標準財政規模）

※　一般会計において、実質赤字額は生じていないため、実質赤字比率は「―」と表示しました。

※　繰越財源には、事業繰越含む。

※　普通会計（決算統計）の決算額となっています。

実質赤字比率 ＝

＝

（単位 ： 千円）

繰越財源 実質収支
差引額

23,863,949

会計名

1,300,453一般会計 215,776 1,084,677

歳入

25,164,402

歳出
歳入歳出



 ２．連結実質赤字比率  

下水道事業など公営企業を含む「地方公共団体の全会計」に生じている赤字の大きさを、財政規模に対す

る割合で表したものです。 

 

 

  

（１）算定の概要

連結実質赤字額

標準財政規模

「連結実質赤字額」　①＋②の合計額

　　①　一般会計及び４特別会計（国民健康保険特別会計、介護保険特別会計（保険事業勘定）、

　　　介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）、後期高齢者医療特別会計）の実質赤字額

　　　の合計

　　②　公営企業である水道事業会計、下水道事業会計、農業集落排水事業特別会計の資金不

　　　足額の合計

（２）鉾田市の算定値

「―」 「―」　（連結実質赤字額）

（連結実質赤字比率） 13,431,843千円（標準財政規模）

　　 しました。

①　一般会計における実質収支額　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　

②　特別会計（公営企業に係る特別会計以外の会計）における実質収支額

　ア　国民健康保険特別会計　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　イ　後期高齢者医療特別会計　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　ウ　介護保険特別会計（保険事業勘定）　・・・・・・・・・・・・・・・

　エ　介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）　・・・・・・・・

③　地方公営企業会計における資金不足・剰余額

　（法適用事業）

　ア　水道事業会計　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　

　イ　下水道事業会計　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　  　  

　（法非適用事業）

　　　農業集落排水事業特別会計　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  　  

※　全ての会計において実質赤字額は生じていないため、連結実質赤字比率は「―｣と表示

10,387千円

164,735千円

3,001千円

1,084,677千円

1,189,123千円

7,650千円

139,981千円

307,674千円

連結実質赤字比率 ＝

＝



 ３．実質公債費比率  

  地方公共団体の借入金（地方債）の返済額（公債費）の大きさを、その地方公共団体の財政規模に対する 

割合で表したものです。 

 

 

  

（１）算定の概要

（①元利償還金＋②準元利償還金）　　－

 実質公債費比率

 （ ３ヶ年平均 ）

①　元利償還金

　　 一般会計で借り入れた地方債の元利償還金

②　準元利償還金　（ア～オの合計額）

ア　満期一括償還地方債について、償還期間を30年とする元金均等年賦償還とした場合における１年

　当たりの元金償還金相当額

イ　一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰出金のうち、公営企業債の償還の財源に充て

　たと認められるもの

ウ　組合・地方開発事業団（組合等）への負担金・補助金のうち、組合等が起こした地方債の償還の財

　源に充てたと認められるもの

エ　債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの

オ　一時借入金の利子

③　特定財源

　　 元利償還金及び準元利償還金に充てた特定財源

④　元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額

　　 普通交付税の算定上、基準財政需要額に算入される元利償還金及び準元利償還金

　　 （基準財政需要額とは、自治体の人口、面積等に応じて必要と認められる標準的な事務事業に要する

　　 歳出の額を、国の算出基準に従って算定した額です。）

⑤　標準財政規模

（２）鉾田市の算定額

（① 2,447,446千円　＋　② 560,095千円） －

　　　　　　　　　　　（③ 27,301千円　＋　④ 1,656,644千円）

（実質公債費比率）

(令和５年度単年度）

※　実質公債費比率は、令和３年度～令和５年度の３ヶ年平均で算出します。

　　 上記の算定値は、令和５年度単年度の算定値で、３ヶ年平均では「9.9％」となります。

※　実質公債費比率の算定値の詳細は、次頁を参照下さい。

×１００
　　（③特定財源＋④元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

⑤標準財政規模－④元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額

× 100

11.24054

⑤ 13,431,843千円　－　④ 1,656,644千円

＝

＝



 
 

 

 

（３）実質公債費比率の内訳

 分子（①＋②）－（③＋④）

 ①　元利償還金

 ② 準元利償還金　ア～オの合計

 ア　満期一括償還地方債の1年当たりの元利償還金

 　相当額

 イ　公営企業の償還財源に充てた、一般会計の

 　繰出金

 ウ　一部事務組合が借入れた地方債の償還財源に

　 充てた、組合への負担金

 エ　公債費に準ずる債務負担行為に基づく支出額

 オ　一時借入金の利子

 ③　特定財源

 ④　元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額

　 算入額

 分母 ⑤－④

 ⑤　標準財政規模

（①＋②）－（③＋④）

算定の内訳

6,667

39,548

⑤－④

2,221,097

令和３年度

561,506

1,739,452

1,010,161

× 100

1,188,897

6,667

実質公債費比率

令和５年度実質公債費比率（３ヶ年平均）

48,190 27,301

9.9

13,338,628 13,431,843

1,704,341 1,656,644

11,634,287 11,775,199

11.24054

13,681,765

8.45867 10.21891

2,365,367 2,447,446

11,942,313

0

44,965

0 0

79,205

524,429 505,201

6,667

0

48,227

0 0

令和４年度 令和５年度

607,721 576,061 560,095

1,323,596

（単位 ： 千円）



 ４．将来負担比率  

地方公共団体の借入金（地方債）など現在抱えている負債の大きさを、その地方公共団体の財政規模に 

対する割合で表したものです。 

 

 

 

 

 

 

（１）算定の概要

① 将来負担額 － （② 充当可能基金額 ＋ ③ 特定財源見込額 

　　　　　　　　　　　＋ ④ 地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額）

①　将来負担額　（ア～クの合計額）

ア　一般会計等の当該年度の前年度末における地方債現在高

イ　債務負担行為に基づく支出予定額（地方債を財源とすることができる経費）

ウ　一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの繰入見込額

エ　鉾田市が加入する組合等の地方債の元金償還に充てる鉾田市からの負担等見込額

オ　退職手当支給予定額（全職員に対する期末要支給額）のうち、一般会計等の負担見込額

カ　地方公共団体が設立した一定の法人の負債の額、その者のために債務を負担している場合の

　当該債務の額のうち、当該法人等の財務・経営状況を勘案した一般会計等の負担見込額

キ　連結実質赤字額

ク　一部事務組合の連結実質赤字相当額のうち一般会計等の負担見込額

②　充当可能基金額

 　　将来負担額に計上された地方債の償還などに充てることができる基金の現在高

③　特定財源見込額 

 　　将来負担額に計上された地方債の償還などに充てることができる特定財源の見込額

④　地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額

 　　今後、普通交付税の算定上、基準財政需要額に算入される元利償還金及び準元利償還金の見込額

（２）鉾田市の算定値

① 32,398,631千円　－　（② 15,207,976千円　＋

　　　　　　　　③ 180,544千円 ＋ ④ 18,977,774千円）

（将来負担比率）

※ 将来負担額より充当可能財源等が上回っているため将来負担比率は「―」と表示しました。

※  将来負担比率の算定値の詳細は、次頁を参照してください。

-

⑤ 13,431,843千円　－　⑥  1,656,644千円

＝将来負担比率 × 100

⑤ 標準財政規模 － ⑥ 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額

×　100=



 

  

（３）将来負担比率の内訳

 分子　Ａ　（①－（②＋③＋④））

 ①　将来負担額　ア～クの合計

 ア　一般会計等の当該年度の前年度末における地方債

 　現在高

 イ　債務負担行為に基づく支出予定額（地方債を財源と

 　することができる経費）

 ウ　一般会計等以外の会計の地方債の元金償還金に

 　充てる一般会計等からの繰入見込額

 エ　鉾田市が加入する組合等の地方債の元金償還に

 　充てる鉾田市からの負担等見込額

 オ　退職手当支給予定額（全職員に対する期末要支給

 　額）のうち、一般会計等の負担見込額

 カ　地方公共団体が設立した一定の法人の負債の額、

 　その者のために債務を負担している場合の当該債務

 　の額のうち、当該法人等の財務・経営状況を勘案した

 　一般会計等の負担見込額

 ク　一部事務組合の連結実質赤字相当額のうち一般会計

　　等の負担見込額

 ②　充当可能基金額

分母　Ｂ　（⑤－⑥）

 ⑤　標準財政規模

 ⑥　元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額
　　算入額

将来負担比率

 キ　連結実質赤字額

算定の内訳

全ての会計で実質赤字はあ
りません。

0

21,430,172

18,977,774

設立法人に係る負担見込額
はありません。

備　　考令和５年度

加入している一部事務組合
に赤字はありません。

0

7,398,236

対象となる債務負担行為は
ありません。

△ 1,967,663

13,431,843

11,775,199

32,398,631

0

3,295,350

274,873

180,544

15,207,976

0

（単位 ： 千円）

―
Ｂ

Ａ
× 100

 ③　特定財源見込額 

 ④　地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額

1,656,644



 ５．資金不足比率  

資金不足比率は、公立病院や下水道などの公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入

の規模と比較して指標化し、経営状態の悪化の度合いを示すものです。 

 公営企業は必要な費用を自身の料金収入によって賄わなければなりませんので（独立採算の原則）、公営企

業会計の赤字や借金が大きくなって一般会計に大きな影響を及ぼさないよう、個々の収支（企業の経営状況）

を事前にチェックしています。 

 

 

 

 

 

  

（１）算定の概要

資金不足額

事業の規模

※　本市で対象となるのは、水道事業会計、下水道事業会計、農業集落排水事業特別会計

　です。

「資金不足額」

　　歳入不足のため、翌年度歳入を繰り上げて充用した額等

「事業の規模」

　　経営収益に相当する収入の額等

（２）鉾田市の算定

①水道事業会計

「―」 「―」

（資金不足比率） 613,740千円

②下水道事業会計

「―」 「―」

（資金不足比率） 30,597千円

③農業集落排水事業特別会計

「―」 「―」

（資金不足比率） 27,346千円

※　鉾田市においては、各企業会計においても資金不足額は生じていないため、「―」で表示

　　　しました。

＝

＝

＝

＝

資金不足比率



 

 

 

 

 

 

会計名称

 一般会計  一般会計

実
質
赤
字

比
率

 特別会計  国民健康保険特別会計

 介護保険特別会計 保険事業勘定

 介護保険特別会計 介護サービス事業勘定

 後期高齢者医療特別会計

 水道事業会計

 下水道事業会計

 農業集落排水事業特別会計

 一部事務組合  鹿行広域事務組合

 茨城県後期高齢者医療広域連合

 茨城県市町村総合事務組合

 茨城租税債権管理機構

 大洗・鉾田・水戸環境組合

 鉾田・大洗広域事務組合

 地方独立行政法人  （ 該当なし ）

 地方三公社  （ 該当なし ）

 第三セクター等  茨城県信用保証協会

実
質
公
債
費
比
率

 公営事業

 会計

  一般会計等

 （ 普通会計 )

○健全化判断比率等の対象会計

会計分類 健全化判断比率等

 公営企業

 会計

連
結
実
質
赤
字
比
率

将
来
負
担
比
率

資
金
不
足
比
率



 
 

  

Ver.05.00

（単位：％）

地方公共団体
コード

都道府県名 市区町村名 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

082341 茨城県 鉾田市 - - 9.9 -

団体区分 3.市

↑※必ず選択して下さい。

（単位：％）

標準財政規模
（千円） う ち臨時財政対策債

発行可能額

早期健全化基準 12.91 17.91 25.0 350.0

13,431,843 87,679 財政再生基準 20.00 30.00 35.0

総括表① 健全化判断比率の状況 （令和5年度決算）



  

Ver.05.00 団体名

（単位：千円）

会　　計　　名 実質収支額 （分母比） 会　　計　　名 資金不足・剰余額 （分母比）

一般会計 1,084,677 8.1 水道事業会計 1,189,123 8.9

下水道事業会計 307,674 2.3

一

法

般

適

会

用

計

企

等

業

小　　　計 1,084,677 8.1

標準財政規模 13,431,843 100.0

実質赤字比率　（％） -8.07 ※

農業集落排水事業特別会計 3,001 0.0

会　　計　　名 実質収支額

国民健康保険特別会計 164,735 1.2

介護保険特別会計（保険事業勘定） 139,981 1.0

後期高齢者医療特別会計 10,387 0.1 法

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定） 7,650 0.1

非

適

用

企

業

※　実質収支又は連結実質収支が黒字である場合、

　「実質赤字比率（％）」又は「連結実質赤字比率（％）」は負の値で表示されます。 合　　　　　計 2,907,228 21.6

標準財政規模（再掲） 13,431,843 100.0

連結実質赤字比率　（％） -21.64 ※
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総括表② 連結実質赤字比率等の状況 （令和5年度決算）



  

団体名

Ver.05.00

（単位：千円）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

元利償還金の額
（繰上償還額等
を除く）（３③
Ａ表「元利償還
金」欄の数値を
転記）

積立不足額を考
慮して算定した
額（３①表
「エ」欄の数値
を転記）

満期一括償還地
方債の１年当た
りの元金償還金
に相当するもの
（年度割相当
額）（３①表
「ウ」欄の数値
を転記）

公営企業に要す
る経費の財源と
する地方債の償
還の財源に充て
たと認められる
繰入金（３②表
「合計※」欄の
数値を転記）

一部事務組合等
の起こした地方
債に充てたと認
められる補助金
又は負担金

公債費に準ずる
債務負担行為に
係るもの

一時借入金の利
子

特定財源の額
（３③Ａ表「特
定財源計」欄の
数値を転記）

事業費補正によ
り基準財政需要
額に算入された
公債費

災害復旧費等に
係る基準財政需
要額

密度補正により
基準財政需要額
に算入された元
利償還金及び準
元利償還金(ただ
し、④～⑦に係
るものは、地方
債の元利償還額
を基礎として算
入されたものに
限る)

令和3年度 2,221,097 6,667 561,506 39,548 79,205 162,681 1,441,420 135,351

令和4年度 2,365,367 6,667 524,429 44,965 48,190 187,584 1,384,644 132,113

令和5年度 2,447,446 6,667 505,201 48,227 27,301 185,922 1,340,436 130,286

⑫ ⑬ ⑭ ⑮

標準税収入額等 普通交付税額 臨時財政対策債
発行可能額

地方財政法第５
条の３第４項第
１号の規定に基
づき総務大臣が
定める額
（特別区のみ記
入）

令和3年度 6,508,772 6,505,372 667,621 令和3年度 8.45867

令和4年度 6,784,182 6,358,409 196,037 令和4年度 10.21891

令和5年度 6,955,941 6,388,223 87,679 令和5年度 11.24054

（参考）

ＰＦＩ事業に係る
債務負担行為に係
るもの（省令第７
条第１号）

いわゆる五省協定
等により、利便施
設及び公共施設を
買い取るために
行った債務負担行
為に係るもの（省
令第７条第２号）

国営土地改良事業
並びに独立行政法
人森林総合研究
所、独立行政法人
水資源機構及び独
立行政法人環境再
生保全機構の行う
事業に対する負担
金（省令第７条第
３号）

地方公務員等共済
組合が建設した職
員住宅等の無償譲
渡を受けるために
支払う賃借料（省
令第７条第４号）

社会福祉法人が施
設の建設のために
借り入れた借入金
の償還に対する補
助（省令第７条第
５号）

損失補償又は保証
に係る債務の履行
に要する経費の支
出（省令第７条第
６号）

地方公共団体以外
の者の債務を引き
受けた場合におけ
る当該債務の履行
に要する経費の支
出（省令第７条第
７号）

その他これらに準
ずると認められる
もの（省令第７条
第８号）

利子補給に係るも
の（政令第12条第
４号）

令和3年度

令和4年度

令和5年度

9.9

⑥の内訳

茨城県鉾田市

実質公債費比率
（単年度）

実質公債費比率
（３カ年平均）

総括表③ 実質公債費比率の状況（令和5年度決算）



 

Ver.05.00
団体名

将来負担額
（単位：千円）

地方道路公社 土地開発公社 地方独立行政法人
第三セクター等
(損失補償、信託、貸付)

21,430,172 0 7,398,236 274,873 3,295,350 0 0 0 0 0 0 0

（分母比） 182 63 2 28

充当可能財源等
（単位：千円）

うち都市計画税

15,207,976 180,544 0 18,977,774

（分母比） 129 2 161

275 292 -17 

-16.7 

114 14 100

32,398,631

13,431,843

-

将来負担比率　（％）

11,775,199

-1,967,663

1,656,644

34,366,294

算入公債費等の額　Ｄ

Ａ　－　Ｂ

Ｃ　－　Ｄ

充当可能基金
充当可能
特定歳入

設立法人の

負債額等

負担見込額

基準財政需要額

算入見込額

地方債の現在高

将来負担額　A

標準財政規模　Ｃ

充当可能財源等　Ｂ

債務負担行為に

基づく支出予定額

公営企業債等
繰入見込額

組合
負担等見込額

退職手当
負担見込額

茨城県鉾田市

組合連結実質

赤字額負担見込額

連結実質
赤字額

―

総括表④ 将来負担比率の状況 （令和5年度決算）
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